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土佐国道事務所管内の通行規制について（第４報）

14日２１時５５分より通行止めとなっておりました区間については、本日８時

２５分に解除となりました。一部の区間については流出した土砂の撤去及び路面

清掃のため片側交互通行となっています。

記

１）一般国道５５号 高知県安芸郡東 洋 町野根 ～
こ う ち け ん あ き ぐ ん とうようちよう の ね

高知県室戸市佐喜浜 町 入木
こ う ち け ん む ろ と し さ き は ま ちよういる ぎ

延長８．９ｋｍ

通行止め解除 平成２４年９月１５日 ８時２５分

なお、片側交互通行区間は以下のとおり。

１）高知県安芸郡東洋町字大谷 Ｌ＝２００ｍ

【参考】通行止め区間の被害概要は以下のとおりです。

落石 ０．８ m ×０．８ m ×０．８ｍ １個
路面への小規模な土砂流出（１ m3 程度）２箇所
その他、山側から流水による木の枝・小石等が路上に多数散乱



【 国 道 ５ ５ 号 】 規 制 区 間 に お け る 被 害 概 要

① １ ０ ２ ｋ ９ ３ ０ （ 土 砂 流 出 ） ② １ ０ ２ ｋ ９ ３ ０ 付 近 （ 枝 等 が 散 乱 ）

③ １ ０ ３ ｋ ２ ０ ０ 付 近 冠 水 ④ １ ０ ６ ｋ ２ ０ ０（ 落 石 0 . 8 × 0 . 8 × 0 . 8 ）


